
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 共働き世帯における所得金額調整控除(子ども等)の適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：共働き世帯で扶養親族に該当する子が

いる場合、扶養控除はどちらか一人しか受け

られませんが、所得金額調整控除(子ども等)

の場合はどうなりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：夫婦の双方で適用を受けることができ

ます。 

【解説】  

同じ世帯に所得者が２人以上いる場合、こ

れらの者の扶養親族に該当する人については、

これらの者のうちいずれか一の者の扶養親族

にのみ該当するものとみなされるため、いわ

ゆる共働き世帯の場合、一の扶養親族に係る

扶養控除の適用については、夫婦のいずれか

で受けることとなります。 

他方、所得金額調整控除(子ども等)の適用

については、扶養控除と異なり、いずれか一の

者の扶養親族にのみ該当するものとみなされ

ませんので、これらの者はいずれも扶養親族

を有することとなります。 

そのため、いわゆる共働き世帯で、扶養親

族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、

夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の

適用を受けることができます。 

所得金額調整控除(子ども等)とは、その年

の給与等の収入金額が850万円を超える居住

者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23

歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別

障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親

族を有するものに適用されるというものです。 

 

  

  【三輪厚二税理士事務所(大阪市中央区)】 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ  

１９９４年１月６日創刊・毎日発行  

リーダァスクラブＦ Ａ Ｘ ニュース  

（２０２０年）令和２年   月   日 木曜日 

発行所 

第 
 

６５６６ 
 

号 

三輪厚二税理士事務所 ／ 顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二） 
大阪市中央区備後町 2-4-6 TEL：06-6209-7191 WEB：https://www.zeirishi-miwa.co.jp 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

税務ニュース／お問合せ：https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html 

https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html
https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

